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  1. 目的 

本ガイドラインは複写機及び類似の機器について、高調波電流の発生量を抑制

し高調波環境の適正維持に努めることを目的とする。 

 

 2. 適用範囲 

本ガイドラインは、当産業協会の会員が製造または販売する定格電圧300V以下で

総定格入力電流20A/相以下の複写機及び類似の機器に適用する。 

ただし、定格電圧300Vを超える機器、総定格入力電流20A/相を超える機器は適用対

象外であるが、準用することを推奨する。 

複写機と類似の機器とは、複写機と同じ技術を使用しているページプリンタ(レーザ

ープリンタなど)、複写機能を有するファックスやプリンタとの複合機、謄写機、印刷

機、複写機で使用しているものと類似のハロゲンランプや交流モータを使用している機

器(シュレッダー、OHPなど)をいい、これらの機器の付属機器も含む。 

また、クラスD製品に該当する有効電力75W未満の機器は適用対象とするが、50Wを超

える75W以下の機器は2003年12月31日まで限度値を適用せず、2004年1月1日から適用を

開始する。なお、2003年12月31日まで限度値を適用しない機器であっても、高調波問題

への影響が大きいと当産業協会が判断した場合、当ガイドラインの変更を実施して、そ

の時点から適用を開始するものとする。有効電力50W以下の機器には、限度値は適用し

ない。 

また、分速10枚未満の機器については、1999年12月31日まで適用を猶予するが、2001

年1月1日から適用を開始する。 

 

 3. 関連規格 

高調波対策専門部会「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」(1997.9) 

IEC61000-3-2(1997.12): 

「入力電源が16A/相以下の機器に対する高調波電流に関する限度値」 

 

 4. 用語の定義 

  (1) 高調波: 周期量のフーリエ級数のうち一次(基本波)より高い次数の成分 

    ①基本波(成分): 周期量のフーリエ級数の第一次の成分 

    ②高調波(成分): 周期量のフーリエ級数のうち、第一次より高次の成分 

    ③高調波次数  : 高調波の周波数の基本周波数に対する比 

  (2) 高調波電流: 高調波成分を含んだ電流 

  (3) 基準インピーダンス: 電源高調波を測定する場合に用いるインピーダンス回路の 

インピーダンス 

  (4) 導通角: 整流素子が導通している時間を位相角で示した値 

  (5) 有効電力(W): 

1回の測定における電圧波形と電流波形の積の積分で計算される高調波測定時の

電力(W)。回数毎に±5%を超えて変動する場合は、4回以上の測定データから計算さ

れる電力の平均値(W)。 

     (6) 入力電流(A): 

1回の測定における電流波形の積分で計算される実効電流(A)。回数毎に±5%を超
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えて変動する場合は、4回以上の測定データから計算される高調波測定時の電流の

平均値(A)。 

 

 5. 機器のクラス分類 

本ガイドラインで用いる機器は、第1図のフローチャートによりクラス分類を行

い、それぞれの限度値を適用する。 

       1) クラスA機器 : クラスD以外の機器 

2) クラスD機器 :「特殊な電流波形」をもち、かつ高調波電流測定時の有効 

電力Pが600W以下の機器 

 (注) 特殊な電流波形: 

機器の入力電流波形の各々の半周期の波形において、その波形のピーク値ipkを第2図

の中央線Mとレベル“1”に合わせた時、各々の半周期の少なくとも95%以上の期間で波

形が第2図の実線のエンベロープの範囲内にある場合、その入力電流の波形をいう。 

 

第2図  特殊な電流波形 

   i ;機器の入力電流、ipk ;機器の入力電流のピーク値 

 

 

第1図 機器のクラス分類 
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 6. 許容限度値 

6.1 クラスA機器 

 

表1 限度値 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (注1) 入力電流の0.6%未満または5mA未満のいずれか大きい方の高調波電流の値は 

               無視する。 

         (注2) 機器を手動または自動的に動作させた時または動作を停止させた時発生し、 

     10秒以上は続かない一時的な高調波電流の値は無視する。 

(注3) 機器の動作中に発生する上記以外の一時的な高調波電流には表の限度値が適用

される。ただし、一時的な高調波電流に対しては、2.5分の任意の観測期間の内

の最大10%(15秒)の累積期間についてのみ、表の限度値の1.5倍までの値を適用

してもよい。 

許容限度値

 

高調波次数 n 

最大許容高調波電流(A) 

単相100V機器 単相200V機器 3相200V機器 

奇数次高調波 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15≦n≦39 

偶数次高調波 

2 

4 

6 

8≦n≦40 

5.29 

2.62 

1.77 

0.92 

0.76 

0.48 

0.35×15/n 

2.65 

1.31 

0.89 

0.46 

0.38 

0.24 

0.17×15/n 

4.60 

2.28 

1.54 

0.80 

0.66 

0.42 

0.30×15/n 

   

   

2.48 

0.99 

0.69 

0.53×8/n 

1.24 

0.49 

0.35 

0.26×8/n 

2.16 

0.86 

0.60 

0.46×8/n 
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6.2 クラスD機器 

 

表2 限度値 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注1) 偶数次高調波に対する限度値はない。 

(注2) 600Wを超える機器に対する限度値はクラスAの限度値と同じ。 

(注3) 上記限度値は、特殊な電流波形に該当する電流波形にのみ適用し、特殊な電流

波形に該当しない電流波形にはクラスAの限度値を適用する。 

(注4) 入力電流の0.6%未満または5mA未満のいずれか大きい方の高調波電流の値は無視

する。 

(注5) 機器を手動または自動的に動作させた時または動作を停止させた時発生し、10

秒以上は続かない一時的な高調波電流の値は無視する。 

(注6) 機器の動作中に発生する上記以外の一時的な高調波電流には表の限度値が適用

される。ただし、一時的な高調波電流に対しては、2.5分の任意の観測期間の内

の最大10%(15秒)の累積期間についてのみ、表の限度値の1.5倍までの値を適用し

てもよい。 

 

許容限度値

奇数次 

高調波次数 n 

最大許容高調波電流(A） 

単相100V機器 単相200V機器 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15≦n≦39 

7.82 

4.37 

2.30 

1.15 

0.81 

0.68 

8.86/n 

相対許容電流値 

(mA/W) 

5.29 

2.62 

1.77 

0.92 

0.76 

0.48 

0.35×15/n 

絶対許容電流値

(A) 

3.91 

2.19 

1.15 

0.58 

0.40 

0.34 

4.43/n 

相対許容電流値 

(mA/W) 

2.65 

1.31 

0.89 

0.46 

0.38 

0.24 

0.17×15/n 

絶対許容電流値

(A) 
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 6.3 準用クラスA機器に対する暫定基準 

定格電流20A/相を超える機器に本ガイドラインを準用する場合、2003年12月31日まで

の  暫定期間の間、表3の限度値を適用してもよい。なお、暫定期間終了時にはこれを見

直すこととする。 

 

表3 暫定期間適用する限度値 A1 

 

(注) 限度値として「表の中の値X(230/Vnom)」の計算値は、機器の定格電圧(Vnom) 

が 220、230、240の電源系統以外の電圧の場合に適用する。機器の定格電圧 

が、電圧範囲で示される場合は、使用されることが可能な電力系統のすべての 

公称電圧をVnomとして各限度値を計算する。 

また、「表の中の値X(400/Vnom)」の計算値は、機器の定格電圧(Vnom)が 

380、400、415の電源系統以外の電圧の場合に適用する。機器の定格電圧が、 

電圧範囲で示される場合は、使用されることが可能な電力系統のすべての公称 

電圧をVnomとして各限度値を計算する。 

 

 

 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15≦n≦39 

2.30+0.00283(W-600) 

1.14+0.00108(W-600) 

0.77+0.00083(W-600) 

0.40+0.00033(W-600) 

0.33+0.00025(W-600) 

0.21+0.00022(W-600) 

{0.15+0.00020(W-600)}×15/n 

2.30+0.00283(W-600) 

1.14+0.00108(W-600) 

0.77+0.00083(W-600) 

0.40+0.00033(W-600) 

0.33+0.00025(W-600) 

0.21+0.00022(W-600) 

{0.15+0.00020(W-600)}×15/n 

偶数次高調波   

2 

4 

6 

8≦n≦40 

1.08+0.00033(W-600) 

0.43+0.00017(W-600) 

0.30+0.00012(W-600) 

{0.23+0.00009(W-600)}×8/n 

1.08+0.00033(W-600) 

0.43+0.00017(W-600) 

0.30+0.00012(W-600) 

{0.23+0.00009(W-600)}×8/n 

許容限度値 

 

 

高調波次数 n 

最大許容高調波電流(A) 

奇数次高調波 

単相機器 

A[X(230/Vnom](注) 

3相機器 

A[X(400/Vnom](注) 
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 7. 高調波電流測定方法 

  7.1 目的 

複写機及び類似の機器の高調波電流の再現性のある測定値を得るために、その基 

礎となる条件を定めたものである。 

 

  7.2 適用範囲 

(1)この測定方法は単相2線式または単相3線式100V/200V及び3相200V、50/60Hz 

の電源設備から電力を供給される機器の高調波電流を測定するものである。 

(2)この測定方法は約40次までの高調波歪測定に適用する。 

19次を超える高調波に対しては、供試機器の高調波スペクトラムのエンベロープを

見て、高次になるにつれてその発生量が単調に減少する傾向にあるならば、測定を

19次までの高調波に限ってもよい。 

 

  7.3 周囲環境条件 

測定時に周囲環境は以下の範囲内か取扱説明書に記載されている温湿度範囲内である

こと。測定時の温湿度は記録しておくこと。 

     温度 15 ℃～35 ℃ 

     湿度 25%～85% RH 

 

  7.4 測定機器 

(1) 定格電流が20A/相以下の機器の測定回路 

① 単相2線機器の測定回路は、第3図によること。 

測定機器の入力インピーダンス[ZM]と電源の内部インピーダンス[Zs]の和は 

次のように規定する。Zsには調整用に付加されるインピーダンスも含まれ 

る。 

      ・100V機器…直流抵抗分0.4Ω±8%+インダクタンス分0.37mH±8% 

      ・200V機器…直流抵抗分0.38Ω±8%+インダクタンス分0.46mH±8% 

第3図 単相2線機器用測定回路 

 

S:電源、M:測定機器、EUT:供試機器、G:電源の開放電圧、 

ZM:測定機器の入力インピーダンス、ZS:電源の内部インピーダンス、In:線電流のn次高調波成分 

 
M 

Zs 
S 

Ｇ 
～ 

 

In ZM  

 

EUT 
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   ② 単相3線機器の測定回路は、第4図によること。 

測定回路の負荷端子における測定器の入力インピーダンス[ZM]と電源の内部イ 

ンピーダンス[Zs]または[ZN]の和は次のように規定する。ZsとZNには調整用に付加さ

れるインピーダンスも含まれる。 

      ・ 各電圧線: 直流抵抗分0.19Ω±8%+インダクタンス分0.23mH±8% 

      ・ 中性線: 直流抵抗分0.21Ω±8%+インダクタンス分0.14mH±8% 

第4図 単相3線機器用測定回路 

S:電源、M:測定機器、EUT:供試機器、G:電源の開放電圧、 

ZM:測定機器の入力インピーダンス、ZS,Z n:電源の内部インピーダンス、In:線電流のn次高調波成分 

 

   ③ 3相機器の測定回路は、第5図によること。 

 測定回路の負荷端子における測定器の入力インピーダンス[ZM]と電源の内部 

インピーダンス[Zs]の和は次のように規定する。Zsには調整用に付加されるイン

ピーダンスも含まれる。 

    ・直流抵抗分0.19Ω±8%+インダクタンス分0.23mH±8% 

 

                                第5図 3相機器用測定回路 

S:電源機器、M:測定機器、EUT:供試機器、G:電源の開放電圧、 

ZM:測定機器の入力インピーダンス、ZS:電源の内部インピーダンス、In:線電流のn次高調波成分 

 

 

Zs1 ZM1 

ZN 

Zs2 

ZMN 

ZM2 

M 

S 

In1 

InN 

In2 

 

 

 

 

 

 

 

EUT 

Ｇ 
～ 

Ｇ 
～ 

 

 

 

 

 

 

 

EUT 

M 

Zs1 

S 

ZM1 

Zs2 

Zs3 

ZM2 

ZM3 

In1 

In2 

In3 

Ｇ 
～ 

Ｇ 
～ 
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 (2) 定格電流が20A/相を超える機器の測定回路 

      (1)の測定回路第3図、第4図、第5図による。 

  ただし、測定系のインピーダンスは以下の値を推奨する。 

   ① 単相2線機器の場合 

    ・100V機器: 直流抵抗分0.19Ω±10%+インダクタンス分0.18mH±10% 

    ・200V機器: 直流抵抗分0.21Ω±10%+インダクタンス分0.25mH±10% 

   ② 3相200V機器の場合: 直流抵抗分0.06Ω±10%+インダクタンス分0.07mH±10% 

 
 (3) 供給電源 

供給電源は、ラインインピーダンス・ネットワークの出力端において、次の条件に適 

合すること。 

① 電源インピーダンスを一定にすること。 

② 電圧は無負荷時で、定格電圧±2%以内、定格周波数±0.5%以内のこと。 

③ 相間の基本波電圧の位相差は、3相電源の場合120度±1.5度、単相3線電源の場合 

         180度±1.5度のこと。 

④ 電源から供給される電圧波形の高調波成分は、無負荷時及び機器の定格消費電力に 

相当する抵抗負荷に電力を供給しているとき、次の値以下であること。 

    高調波次数(n)       基本波に対する電圧比(%) 

      3次           0.9 

      5次           0.4 

      7次           0.3 

      9次           0.2 

    2次から10次までの偶数次高調波     0.2 

    11次から40次までの高調波      0.1 

⑤ 供給電圧のピーク値は実効値の1.40～1.42 倍以内で、ピーク値の位相は87度～93 

度以内のこと。 
 
 (4) 測定機器 

  下記の条件に適合する波形分析装置を用いること。 

① 測定装置の誤差は、許容限度値の5%または供試機器の定格電流の0.2%のいずれか大き

い値を超えてはならない。 

② 測定機器の電流検出器の挿入インピーダンスは、供試機器の入力電流による電圧降 

   下が、波高値で0.15Vを超えてはならない。 

③ 測定中に高調波電流が10秒以上の周期で緩やかに変化する場合は、1.5秒±10%の時 

      定数をもった1次ローパスフィルタによる振幅の平滑化に相当する方法により評価する

こと。ただし、この方法が困難である場合は、この処理をせず4回以上測定し、その算

術平均による方法を用いてもよい 

   ④ 周波数領域型測定器を用いる場合には、測定器の選択性は下記に適合のこと。 

   イ) 供試機器の高調波成分が定常状態にある時 
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    ・ 一つの高調波信号fnとfn-f1およびfn+f1との間の減衰は下記の値以上のこと。 

      2f1≦fn≦12f1  の場合   30dB 

      12f1<fn≦20f1  の場合   20dB 

      20f1<fn≦40f1  の場合   15dB 

    ・0.5fn以下の周波数の電流を注入したとき、その減衰は50dB以上であること。 

    ・電源周波数(50または60Hz)に対する減衰は60dB以上であること。 

   ロ) 供試機器の高調波成分が10秒以上の周期の緩やかな変動状態にある時 

測定器を測定すべき高調波周波数fnに合わせた時、次の点を考慮する必要があ 

る。 

・ バンド幅が広くなると測定値が大きくなるということに留意しながら、3Hz 

から10Hzの間のバンド幅を有する測定器を用いてもよい。 

・ 測定値に疑義がある時は、-3dB点間が3Hz±0.5Hzのバンド幅を有し、(fn- 

15)Hzまたは(fn+15)Hzに等しいある周波数における単一周波数信号に対して、

25dB以上の減衰をさせることのできる測定器を使用すべきである。 

⑤ ディスクリート・フーリエ変換を用いる時間領域型測定器(DFT)を用いる場合は、 

次の条件に適合すること。ファースト・フーリエ変換を用いる時間領域型測定器 

(FFT)はDFTの一種である。 

   イ) 供試機器の高調波成分が定常状態にある時 

・ 測定器は、基本周波数の4から30サイクルの間の測定ウインドの幅を有するべき

である。 

・ ウインド関数については規定しない。 

     ただし、レクタンギュラーウインドを用いる場合は、サンプリングレートを、 

基本波周波数f1に対し、次のように同期させなければならない。 

f1とサンプリングレートを同期させる周波数fsynとの間の相対的偏差は、定常状

態において0.03%以下とすること。 

     ハニングウインドを用いる場合は、そのような同期は必要ない。 

    ・ アンチエアジングフィルタの減衰は、測定領域への折り返し周波数の影響が 

     充分小さくなるよう注意すること。 

   ロ) 供試機器の高調波成分が10秒以上の周期の緩やかな変動状態にある時 

             下記以外のウインド関数は使用してはならない。 

     レクタンギュラー(ユニフォーム)ウインドを用いる場合は、連続する測定ウイ 

ンドの間にはギャップやオーバーラップがあってはならない(第6図参照)。 

ハニングウインドを用いる場合は、連続する測定ウインドの間にはギャップがあ

ってはならないが、1/2サイクル毎のオーバーラップを行うべきである 

(第7図参照)。 

・ 測定値に疑義がある時は、レクタンギュラーウインドの場合基本周波数の16サ

イクルの測定ウインドの幅を有する測定器を、ハニングウインドの場合、基本

周波数の20から25サイクルの間の測定ウインドの幅を有する測定器を使用すべ

きである。 



 - 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 11 - 

 7.5 測定条件 

(1) 連続動作状態において有効電力が最大となる状態で、有効電力が安定してから測定

する。 

安定とは有効電力の測定毎のバラツキが±5%以内にある時をいう。 

電源スイッチON/OFFやスタート/ストップ時に発生する10秒以下の継続時間 

の高調波電流は無視する。 

(2) 測定ウインドと測定回数は以下のように設定する。 

    1) 高調波成分が定常状態にある時 

     測定ウインドを200～320ms(10～16サイクル)とし、測定は1回とする。 

2) 高調波成分が10秒間以上の周期のゆるやかな変動状態にある時、測定ウイン 

ドを320～400ms(16～20サイクル)として2.5分間測定する。 

 以下の処理はソフトによって行う。 

 ①必要な測定回数設定 

 ②ギャップなしの1/2オーバーラップ(ハニングの場合)またはオーバーラッ 

  プなし(レクタンギュラの場合)による連続データ読み 

 ③平滑化(1.5秒±10%の時定数をもつ1次ローパスフィルターによる振幅 

  の指数移動平均) 

3) 高調波成分が10秒未満の急激な変動状態にある時 

測定ウインドを80～100ms(4～5サイクル)とし、測定は以下のように行う。 

ただし、必要に応じて測定ウインドを20ms(1サイクル)としてもよい。 

有効電力が高調波電流測定回数毎に±5%を超えて変動する場合は、4回以上 

の高調波電流の平均値を測定値とする。この場合、有効電力や入力電流も4 

回以上の平均値を測定値とする。 

(3) 単相2線機器については、高調波電流測定時の電流波形と電圧波形を測定し、そ 

  の積を積分して計算される電力を有効電力とする。 

(4) 単相3線機器については、各線毎に高調波電流を測定する。 

  各相とニュートラル間の負荷がバランスしている場合は、高調波電流測定時の電流

波形と電圧波形を各相毎に測定し、その積を積分して計算した電力を各相毎の有効電

力としてもよい。 

  その他の場合は、高調波電流測定時の電流波形と電圧波形をニュートラルを含めて

各相同時に測定し、計算した電力を全体の単相3線有効電力とすること。 

(5) 3相機器については、各線毎に高調波電流を測定する。 

  負荷が各相とニュートラルだけに接続されている場合は、高調波電流測定時の 

 電流波形と電圧波形を各相毎に測定し、その積を積分して計算した電力を各相 

 毎の有効電力としてもよい。 

  その他の場合は、高調波電流測定時の電流波形と電圧波形を各相同時に測定し、 

  計算した電力を全体の3相有効電力とすること。 
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 8 供試機器 
  8.1 対象 
   (1) 本体機器 

     公共電源回路網に接続を意図し、複写機及び類似の機器の主機能を有する機器を 

       対象とする。 

   (2) 付属・周辺機器 

     本体機器のカタログ、取扱説明書、製品仕様書のいずれかで、この機器の機種名 
    もしくは一般名称が指定されるものを対象とする。 
  8.2 電源条件 

    取扱説明書に記載されている公称値に従う。 

(1) 50Hzと60Hz共用機器の場合は、各々で測定し、高調波妨害が最大となる方のデ 

    ータを測定値とする。 

(2) 単相100Vと単相200V共用機器の場合は、各々で測定し、高調波妨害が最大とな 

    る方のデータを測定値とする。 

(3) 単相2線電源と単相3線電源共用機器の場合は、各々で測定し、高調波妨害が最 

    大となる方のデータを測定値とする。 

(4) 単相200Vと3相200V共用機器の場合は、各々で測定し、高調波妨害が最大となる 

    方のデータを測定値とする。 

  8.3 接地(アース)条件 

    取扱説明書に記載されている方法に従う。 

  8.4 機器の構成 

(1) 本体機器のカタログ、取扱説明書、製品仕様書のいずれかで機種名が指定される 

付属・周辺機器の内、同時に取り付けできるものは、全て取り付ける。同時に取 

り付けできないものは、高調波妨害が最大となる組み合わせの付属・周辺機器を 選
んで、取り付ける。 

(2) 本体機器のカタログ、取扱説明書、製品仕様書のいずれかで一般名称が指定され

る付属・周辺機器は、同一回路形式のコネクタについて、実際に接続される可能

性のあるものから任意の1種類を少なくとも1台選んで、接続する。 

 

 

                

        本体機器       複写枚数管理装置/ 

                                    ICカード装置 等 

 

                                   コイン 

 ソーター等        原稿送り                             始動装置/ 

                      機器      用紙供給                編集装置 等 

                        装置 

 

 

 

 

第８図 複写機及び類似の機器の構成例(平面図) 
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(3) 本体機器にコネクタが用意されているがまだ取り付けられる付属・周辺機器が 

    開発されていない場合は、そのシュミレータを接続する。シュミレータの製作 

  が困難な場合は、製造業者が用意する模擬抵抗負荷または模擬電源装置を接続 

    しておく。他端の処理については製造業者の指定する方法に従う。 

(4) 取扱説明書で付属・周辺機器が本体機器から電源供給を受けるように指定され 

    ている場合は、付属・周辺機器が汎用電源プラグを有していたとしても、取扱 

  説明書の指定に従った状態で本体機器電源での測定データを測定値とする。 

  取扱説明書での指定がない場合は、付属・周辺機器が汎用電源プラグを有して 

    いる場合に限り、本体機器電源での測定データと付属・周辺機器個別電源での 

    測定データを各々の機器の測定値とする。 

               

  8.5 機器の配置、ケーブルの処理 

(1) 機器の配置やケーブルの布線は、取扱説明書の範囲内で実際にその機器が使用 

    される条件に近い状態を模したものとする。 

   (2) ケーブルについては、製造業者が販売に際して指定するものを使用する。 

(3) 測定データの再現性等を考慮して、試験時の機器やケーブルの接続、布線の状 

    態を図や写真に記録する。 

 

   8.6 動作条件 

         (1) 機器を構成する付属・周辺機器のうち、同時に動作できるものは全て動作させる。 

       同時に動作できないものは、テストプログラム等により順次動作させる。 

   (2) 機器の動作状態(モード)が複数ある場合は、取扱説明書の範囲内で有効電力が最 

       大となる動作状態について試験を行う。 

(3) 枚数管理装置、IC カード装置、編集装置など人の操作を必要とする装置は、動 

作状態にして本体機器に接続するだけとする。 

(4) 単色と 2色の複写機の原稿は日本工業規格 JIS B 9523(1987)に、カラー複写機(ア

ナログ方式とディジタル方式を含む)の原稿は JIS B 9524(1989)にそれぞれ定    

められる A4 の標準チャート及びこれに準じたものとする。 A4 以上の原稿使用時

に有効電力が最大となる場合は、標準チャートを拡大してもよい。チャートをカ

ットする場合は、左上をあわせて行う。 

     (5) 用紙や消耗品は、取扱説明書に指定されているもの若しくは製造業者が指定す 
るものを使用する。  
有効電力の最大状態を模擬できれば、テストプログラム等により用紙を使用し 
ない状態で試験してもよい。 
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 9. 適合の判定 

   全ての対象高調波次数において、機器の有効電力に対応する高調波電流の許容限度値

  を満たしている場合を適合とする。 

 

   疑義が生じた場合は、次のいずれかの方法で統計的に80%の製品が80%の信頼性で許容

  限度値を満たすことを確認すること。 

 

(1) 供試機器のサンプル数を3台以上に増やし、測定データが非心t分布に基づく次 

    の関係式を満足すれば許容限度値を満たしているものとする。 

 

L ≧ ( N + k・Sn) 

      L:高調波電流の限度値 

      Ni:i番目の供試機器の高調波電流値 

      N:Niの平均値 

      Sn:供試験機器のサンプル数nの高調波電流値の標準偏差 

      k:非心t分布より得られる係数。サンプル数nより下記の値を使用する。 

 

n 3 4 5 6 7 

k 2.04 1.69 1.52 1.42 1.35 

 

 

(2) 供試機器のサンプル数nに対し、許容限度値を超えるサンプル数cが2項分布に 

基づく下記の数以下であれば、許容限度値を満たしているものとする。 

 

n 7 14 20 26 32 

c 0 1 2 3 4 

 

 

 

∑(Ni-N)2 
 ＝  
n-1 
 

Sn2 
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 10. 取扱説明書への記載方法 

 

         複写機及び類似の機器が本ガイドラインに適合している場合、取扱説明書等に 

        は次のことを記載しなければならない。 

 

         なお、本ガイドラインの対象外の複写機及び類似の機器であっても、本ガイドライ 

    ンに適合している場合は、下記の様に取扱説明書等に記載してもよい。 

 

 

  

  11. ガイドラインの運用開始時期 

 

   本ガイドラインは、1996年1月1日以降 [分速10枚未満の機器については2000年 

1月1日以降]に新製品として出荷される機器より適用するものとする。 

 

 

 

 

 

または 

 本機器は社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会が定めた 

  複写機及び類似の機器の高調波対策ガイドライン 

 (家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠)に適合しています。 

 高調波ガイドライン適合品 

本機器は社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会が定めた 

  複写機及び類似の機器の高調波対策ガイドライン 

 (家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠)を準用しています。 

 高調波ガイドライン準用品 

または 



 - 16 - 

解  説 
 

近年、エレクトロニクス技術の急速な進歩により広く半導体応用器機の普及が進んでいる。こ

れにともない、高調波電流による電力系統の電圧歪みが増大し、一部の機器に障害が顕在化しつ

つあるなど高調波歪みが大きな問題になってきている。 

 そのため、1987年当時の通産省資源エネルギー庁長官の私的諮問機関として設置された「電

力利用基盤強化懇談会」において、この問題がとり上げられ、1987年5月に答申が出された。懇

談会においては、高調波発生源の増加により電圧波形歪みが増加することが予想されることから

高調波対策を早急に打ち立てる必要があること、対策は発生源での抑制を基本としながらもメー

カー、利用者、電力会社三者の協力の下に合理的な方策を講じること、そして当面の高調波環境

レベルは高調波の実態や海外の考え方を参考にして、6.6kV配電系5%、特高系3%の総合電圧歪み

率とすることが妥当であるとの答申が出された。 

それを受けて、(社)電気協同研究会において、行政、電力会社、メーカーの参画により「高調

波対策専門委員会」が設置された。「高調波対策専門委員会」では、高調波の実体、影響、対策

について調査が行われ、高調波対策普及のために、電力会社、メーカー、利用者、行政の果たす

べき役割について提言がなされた。 

その提言の中で、『家電・汎用品の抑制対策の具体的検討については、わが国の実情・状況や

IEC規格と整合性の関連からみて、短期間で全ての機種に対応するのは困難な状況にあるものと

判断し、当面は高調波の影響度の高い機器について、個々の商品の普及率や対策方法の実現性を

考慮して、早期実施の可能なものから順次抑制対策を施していくのが望ましい。』と指摘されて

いる。 

これを受けて、電気用品調査委員会「高調波対策専門部会」では、1996.9に「家電・汎用品高

調波抑制対策ガイドライン」を作成した。 

    当ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）においても、(社)電気協会に設置された 

 「高調波専門部会」に委員を派遣しメーカー側の意見を積極的に反映させるとともに、電磁環

境小委員会内に「高調波対策専門委員会」を設置し、メーカー側の果たすべき役割として提言さ

れた項目等について検討を進めてきた。 

そして、1996.6に「複写機及び類似の機器の高調波対策ガイドライン」第1版を取りまとめ、

メーカー側の果たすべき役割として当工業会の担当製品について高調波の抑制に努めてきた。 

その後、電気用品調査委員会「高調波対策専門部会」では、1997.9に「家電・汎用品高調波抑

制対策ガイドライン」を改定した。 

これを受けて、当工業会においても、「複写機及び類似の機器の高調波対策ガイドライン」第

1版を改定して、第2版を発行することにした。 

第1版では普及率が低く市場環境への影響が小さい分速10枚未満の機器については1999年12月

31日まで適用を猶予していたが、第2版では2001年1月1日から適用を開始することにした。 

 

その後、通商産業省より新「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」が制定され、旧ガイ

ドラインは廃止する通達が平成12年12月19日付け12資公部第314号として発行された。主な改訂

内容は、クラスDの50Wを超え75W以下の機器の適用を暫定的に延期することである。 

これを受けて、当工業会においても、「情報機器及びその周辺機器の高調波対策ガイドライン」

第2版を改定して、第3版を発行することにした。 

更に、２００２年4月に（社）日本事務機械工業会（JBMA）の名称変更があり、（社）ビジネ
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ス機械・情報システム産業協会（JBMIA）となったことにより、取扱説明書へ記載する工業会名

を変更する必要が生じた。また本ガイドラインの適用範囲の「以上／未満表現」について、国際

規格に合わせることになり、これらの修正を行ない第４版として発行することにした。 

 

 

1. 適用範囲 

本ガイドラインは、複写機と類似の機器、すなわち複写機と同じ技術を使用しているペー  

ジプリンタ(レーザープリンタなど)や複写機能を有するファックスやプリンタとの複合機、   

謄写機、印刷機、複写機で使用しているものと類似のハロゲンランプや交流モータを使用し   

ている機器(シュレッダー、OHPなど)、複写機及び類似の機器の付属機器に対しても適用する。 

なお、「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」(1997.9)では、一般の商用電源電圧

を超える定格電圧の機器や配線ブレーカの電流容量を越える機器は対象としていない。わ  

が国の一般の商用電源電圧は300V以下、配線ブレーカの電流容量は20A/相であるため、定格  

電圧300Vを超える機器や総定格入力電流20A/相を超える機器は適用対象外としたが、準用す  

ることを推奨することにした。 

また、「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」(1997.9)では、クラスD機器に該当  

する75W未満の機器には、2000年12月31日まで限度値の適用はしないが、2001年1月1日以降  

は適用することになっている。 

このため、本ガイドライン第２版でもクラスD製品に該当する有効電力50W以上75W未満の

機器は、2000年12月31日まで限度値の適用はしないが、2001年1月1日以降は適用することと

していた。 

その後、平成12年12月19日付けで制定された新「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライ

ン」ではクラスD機器に該当する75W未満の機器には、2003年12月31日まで限度値の適用はしな

いが、2004年1月1日以降は適用することになっている。 

このため、本ガイドラインでも、クラスD製品に該当する有効電力50W以上75W未満の機器は、

2003年12月31日まで限度値の適用はしないが、2004年1月1日以降は適用することにした。 

また、新「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」では今回の延期期間2003年12月31

日までを暫定期間と呼び、「なお、暫定期間中にかかわらず高調波問題への影響が大きいと判

断された場合にはその時点で暫定期間を終了する」との『なお』書きがあり、これの工業会と

しての解釈を高調波対策専門委員会で審議し、適用範囲の中に明確にした。 

『なお』書きが新ガイドラインの備考に記されることになった理由は、その改訂提案を検

討するIEC/SC77A国内委員会において、電気事業連合会から「適用延期となる対象機器の数は

現在比率的に少ないものの小型情報機器の増加傾向などを考慮すると無視できると断定でき

るものでなく、暫定期間を設定して、3年間の延期(条件付き)を受諾する」との回答があった

ためである。なお、クラスDの50Wを超え75W以下の機器の将来の取り扱いを協議するために、

毎年クラスDの50Wを超え75W以下の機器の出荷状況および稼働率の報告が求められている。 

 

２. 関連規格 

本ガイドライン第３版は、通商産業省資源エネルギー庁公益事業部が平成12年12月19日付け

12資公部第314号で制定した「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」に基づいて作成さ

れている。なお、「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」(1997.9)を受け継いできた旧
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ガイドライン(平成11年10月1日付け11資公部第285号)は廃止された。 

だだし、以下の規格も参考にした。 

   1) IEC61000-3-2(1997.12):  

    一般低電圧電源系統に接続される機器によって生じる妨害、 

    入力電源が16A/相以下の機器に対する高調波電流に関する限度値 

   2) IEC 1000-4-7 (1991): 電源システムとそれに接続される機器の高調波の測定と 

      測定器に関する一般ガイド 

   3) IEC 1000-2-2 (1990): 低電圧電源システムにおける低周波伝導妨害と信号搬送  

           に対する電磁両立性レベル 

   4) IEC 725  (1981): 家庭用機器及び電気機器の妨害特性を決定するために使用さ 

            れる基準インピーダンス 

 

４．用語の定義 

有効電力と入力電流は、それぞれ高調波電流測定時の電力と電流であることを明確にした。

なお、一回の高調波電流測定において電圧波形と入力電流波形を同時にメモリしておき、有

効電力はこれらの波形から計算で求めることとした。 

 

５. 機器のクラス分類 

クラスBやクラスCは、これに該当する複写機及び類似の機器はないため、フロー図から除

いた。 

 

６. 許容限度値 

IEC61000-3-2(1997.12)の限度値が230V機器を前提に設定されていることから、国内向

けの100V機器や200V機器の限度値は、IEC61000-3-2(1997.12)の限度値に電圧比(230/100

または230/200)を乗じた換算に基づいて定めた。 

定格電流20Aを超えている機器については、本ガイドラインを準用することができるが、

準用に当たっては「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」(1997.9)に従った暫定

限度値の適用を認めることとした。 

 

7.4 測定機器 

  (1) 測定回路 

IEC61000-3-2(1997.12)では、基準インピーダンスは挿入しないことになっているが、

供給電源の出力インピーダンスのバラツキによる測定値への影響をなくすため、「家

電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」(1997.9)に従った基準インピーダンスを挿

入することにした。 

定格電流20Aを超える機器については、本ガイドラインを準用することができるが、

準用に当たっては（社）電子情報技術産業協会（ 旧(社)日本電子工業振興協会）の定

めた基準インピーダンスを挿入することにした。 

    (2) 供給電源 

電力増幅型CVCF(Constant Voltage Constant Frequency)電源を推奨する。 

基準インピーダンス回路を挿入することにより、供試機器の急激な負荷変動による
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急激な電流変化があると瞬間的な電圧降下は避けられないため、電圧変動は無負荷に

おいて±2%以内とした。 

  (3) 測定機器 

2.5分間の電流波形と電圧波形をメモリでき、任意の時間区間で解析ができる

FFT(Fast Fourier Transform)アナライザ機能を有する測定システムか、2.5分間の各

次数毎の高調波と有効電力の時間変化をメモリできるDFT(Discrete Fourier 

Transform)アナライザ機能を有する測定システムを推奨する。 

 

7.5 測定条件 

  (2)  測定ウインド幅の選択 

「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」(1997.9)では、高調波成分が定常状態に

ある場合や10秒以上の周期のゆるやかな変動状態にある場合しか想定していないと考え

られる。このため、供試機器の有効電力が変動し高調波成分が10秒未満の急激な変動状

態が繰り返される場合は、電気用品取締法の平常温度温度上昇試験と同じ状態すなわち

有効電力が最大となる状態で有効電力が安定してから測定することとし、測定ウインド

幅はこの状態での測定が可能となるように選択することにした。 

 

8. 供試機器 

     VCCIの測定条件に準拠した。 

 

9. 適合の判定 

高調波問題はEMCの問題であるため、供試機器の適合性に疑義が生じた場合はVCCIと同

様の統計的な判定を用いることとした。 

VCCIでは、供試機器の限度値に対するマージンが測定設備の許容誤差より小さい場合

には、供試機器の適合性の判定に統計的検定が必要であるとしている。 

「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」(1997.9)では、測定設備の許容誤差を

限度値の5%としているため、供試機器の限度値に対するマージンが限度値の5%より小さ

い場合には、供試機器の適合性の判定に統計的検定を行うことを推奨する。 
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